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川南町農業委員会　総会議事録

１　日　　時 令和６年８月３０日（金） 開会　　午後　　４時００分

閉会　　午後　　５時００分

農用地利用集積等促進計画（農地中間管理権設定）の承認について

農地法第５条の規定による申請の承認について

２　場　　所

３　出席委員

４　欠席委員　　　　　

川南町役場　別館３階　第５会議室

農地法第５条の規定による許可書の返戻について
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項目 発言者

あいさつ 議長

諸報告 議長

局長

報告 議長
農家相談

５番

議長

議長

内容

農家相談について、担当委員の報告をお願いします。

議長、５番。
８月９日、午前９時より役場第３会議室で、１３番委員と農家
相談を行いました。相談件数は、０件でした。

諸報告が終わりましたが、承認することでよろしいでしょうか。

（異議なしの声）

諸報告は、承認することといたします。

１６日、宮崎県農業会議常設審議委員会が開催され、会長
が出席されました。

２０日、農地転用等審査会、第４小委員会を開催しました。

本日、８月定例総会であります。

以上でございます。

それでは、８月の諸報告をさせていただきます。

９日、農家相談日でした。
後ほど、担当委員は報告をお願いします。

２３日、みやざき農業委員会女性ネットワーク総会及び研修
会が開催され、２名の農業委員が出席されました。

川南町農業委員会　８月定例総会

皆様、おはようございます。

それでは、８月の定例総会を始めます。

【日程第 １】　「諸報告」を議題とします。諸報告を局長が行
います。

議長、局長。

＜　あいさつ　＞
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　８月定例総会

議長
本日は、 ４番 井尻　惠雄（いじり　やすお）委員

５番 戸髙　一志（とだか　かずし）委員

会期の決定 議長

議長

会議録署名
委員指名

を指名いたします。

本日１日限りといたします。

【日程第 ２】　「会議録署名委員の指名」でございますが、

【日程第 ３】　「会期の決定」でございますが、本日１日限りと
したいと思いますが、御異議はありませんか。

（異議なしの声）
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項目 発言者 内容

議案第３７号 議長 【日程第 ４】 　議案第３７号
５条返戻 「農地法第５条の規定による許可書の返戻について」　を議

題といたします。提案理由の説明を局長が行います。

提案理由 局長 議長、局長。
議案第３７号
「農地法第５条の規定による許可書の返戻について」　その
提案理由の説明を申し上げます。
　本議案の申請件数は、１件でございます。申請人、地番、
地目、地積及び用途は別紙記載のとおりでございます。
　調査担当第４小委員会の委員長報告並びに担当委員の
補足説明を頂きまして、御審議の上、御承認いただきます
様、よろしくお願い申し上げます。

議長 提案理由の説明が終わりました。
調査担当、第４小委員会の委員長報告を求めます。

委員長報告 ９番 議長、９番。
第４小委員会の委員長報告を行います。
８月２０日午前９時００分より第２会議室で事務局の説明を受
けた後、現地調査を行いました。調査の結果１号について
は、承認相当と判断しました。
詳しくは、担当委員の補足説明を受けて御審議ください。

議長 第４小委員会の委員長報告が終わりましたので、担当委員
の補足説明を受けて審議を進めてまいります。
１号。

１号
補足説明

８番 議長、８番。
１号について補足説明いたします。
内容は、記載のとおりです。場所は、川南小学校の少し手前
の平木豆腐店があった場所の隣になります。
令和６年１月１９日シレイ６００５－５－１０９で許可されていま
した。この時に受人の代表者が入院中でしたが、今年の１月
にお亡くなりになりました。そのことにより、後で議案に出てき
ますが、亡くなった方の妻が引き継ぐために返戻するもので
す。

川南町農業委員会　８月定例総会
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　８月定例総会

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議よろ
しくお願いいたします。

議長 １号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

無いようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。

議長 １号については、承認する事にいたします。
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項目 発言者

議案第３８号 議長 議案第３８号
５条承認

提案理由 局長

議長

議長

委員長報告 ９番 議長、 ９番 。

議長

議長 １号 。

１号 １８番 議長、 １８番 。
補足説明 １号 について補足説明いたします。

調査担当、第 ４小委員会の委員長報告を求めます。

第４小委員会の委員長報告が終わりましたので、担当委員
の補足説明を受けて審議を進めてまいります。

「農地法第５条の規定による申請の承認について」　その提
案理由の説明を申し上げます。
　本議案の承認申請件数は、２件でございます。
　申請人、該当農地、用途及び施設の概要計画は、別紙記
載のとおりでございます。
　調査担当第４小委員会の委員長報告並びに担当委員の
補足説明を頂きまして、御審議の上、御承認いただきますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

提案理由の説明が終わりました。

川南町農業委員会　８月定例総会

【日程第 ５】
「農地法第５条の規定による申請の承認について」　を議題
といたします。提案理由の説明を局長が行います。

議長、局長。

内容

８月２０日午前９時００分より第２会議室で事務局の説明を受
けた後、現地調査を行いました。調査の結果１号、２号につ
いては始末書条件で許可相当と判断しました。

内容は、記載のとおりです。申請人は親子関係になります。
一般住宅を建設するという事です。
申請地の横に受人の兄が家を建てているのですが、申請地
の隅に兄の物置がかかっているので始末書がついていま
す。

議案第３８号

第４小委員会の委員長報告を行います。

詳しくは、担当委員の補足説明を受けて御審議ください。
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項目 発言者

川南町農業委員会　８月定例総会

内容

議長 １号

議長

議長

議長 １号

議長 次に、 ２号 。

２号 ８番 議長、 ８番 。
補足説明 ２号 について補足説明いたします。

議長 ２号

議長 無いようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議よろ
しくお願いいたします。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
御意見、御質問はございませんか。

全員賛成と認めます。

無いようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議よろ
しくお願いいたします。

申請地の農地の区分は、都市計画法第８条第１項第１号に
規定する、用途地域が定められている区域内の農地である
ことから第３種農地であります。始末書の提出もあるため、追
認できると判断されます。

内容は、記載のとおりです。先程説明した議案の関連案件
になります。ここは住宅が農地の一部に入っているため、始
末書も提出されています。

について、担当委員の補足説明が終わりました。

申請地の農地の区分は、集団的に存在する農地その他良
好な営農条件を備えているため第１種農地と判断されます
が、住宅その他申請に係る土地の周辺地域において、居住
する者の日常生活または業務上必要な施設で、集落に接続
して設置せねばならぬものであり、第１種農地以外の、周辺
の土地に設置することによっては、その目的を達成すること
が出来ないと認められる場合であるため、立地基準を満たし
且つ一般基準を満たすため許可相当と判断されます。始末
書の提出もあるため、追認できると判断されます。

御意見、御質問はございませんか。

については、承認することといたします。
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項目 発言者

川南町農業委員会　８月定例総会

内容

議長

議長 ２号

全員賛成と認めます。

については、承認することといたします。
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項目 発言者

議案第３９号 議長
促進（中間）

提案理由 局長

議長

１号から２号 議長 までの耕作者変更案件について、
御意見、御質問はございませんか。 

議長

議長

議長 については、承認することといたします。

議長

　　＜ １番

１号から２号

無いようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

１号から２号

川南町農業委員会　８月定例総会

【日程第 ６】
「農用地利用集積等促進計画（農地中間管理権設定）の承
認について」　を議題といたします。提案理由の説明を局長
が行います。

議長、局長。

「農用地利用集積等促進計画（農地中間管理権設定）の承
認について」　その提案理由の説明を申し上げます。
　この議案は、農地中間管理事業の推進に関する法律、第
１８条第１１項の規定により、別紙、農用地利用集積等促進
計画の作成を農地中間管理機構に要請するため、計画の
承認を求めるものでございます。

　内訳は、耕作者変更が１号から２号までの２件、更新が３号
から６号までの４件、新規が７号から２６号までの２０件でござ
います。
　申請人、該当農地、設定する利用権及び借り手の農業経
営状況は、別紙記載のとおりでございます。

内容

議案第３９号

議案第３９号

　本案件の申請件数は、２６件でございます。

　新規案件につきましては、担当委員の補足説明をいただ
きまして、御審議の上、設定された農用地利用集積等促進
計画の御承認をいただきますよう、よろしくお願い申し上げま
す。

提案理由の説明が終わりました。

ここで、議長を交代します。
　　＜　２番委員に議長交代　＞

委員退室　＞
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項目 発言者

川南町農業委員会　８月定例総会

内容

次に、
３号から４号 議長(代) までの更新案件について、御意見、御質問は

議長(代)

議長(代)

議長(代) については、承認することといたします。

議長(代)

議長(代)

次に、
５号から６号 議長 までの更新案件について、御意見、御質問は

議長

議長

議長 については、承認することといたします。

新規案件 議長

議長
す。

７号、８号 ８番 議長、 ８番
補足説明

７号、８号 は関連があるので一括して説明をお願いしま

。
について補足説明いたします。７号、８号

５号から６号

３号から４号
ございませんか。

引き続き、７号からの新規案件について、担当委員の補足
説明を受けて審議を進めていきます。

全員賛成と認めます。

無いようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

３号から４号

内容は記載のとおりです。夏までは５筆の内３筆を他の人に
貸し出していたのですが、今回から自分で耕作するという事
です。特例地域農業者は、認定は受けていないが農家とし
て認められているという事です。
農地中間管理事業の推進に関する法律、第１８条第２項の
各要件を満たしていると考えます。

ここで、１番委員の入室を許可します。
　　＜　１番委員、入室　＞

ここで、議長を交代します。

５号から６号
ございませんか。

無いようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

10



項目 発言者

川南町農業委員会　８月定例総会

内容

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

９号、１０号 ８番 議長、 ８番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

調査いたしましたが何ら疑義な点はございません。御審議方
よろしくお願いいたします。

７号、８号 については、承認することといたします。

７号、８号
た。御意見、御質問はございませんか。 

９号、１０号 は関連があるので一括して説明をお願いしま

。

た。御意見、御質問はございませんか。 

無いようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

９号、１０号

全員賛成と認めます。

無いようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

内容は記載のとおりです。本案件は、貸し手の方が自宅近く
の農地を借りてくれと別の方に依頼され借りる事になり、自分
の耕作している農地を整理するために、今回の契約になりま
した。また賃借料については、３筆の土地が一つになって使
いやすいという事で、この値段設定になっているという事で
す。

農地中間管理事業の推進に関する法律、第１８条第２項の
各要件を満たしていると考えます。

について補足説明いたします。

全員賛成と認めます。

９号、１０号 については、承認することといたします。

調査いたしましたが何ら疑義な点はございません。御審議方
よろしくお願いいたします。

９号、１０号
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項目 発言者

川南町農業委員会　８月定例総会

内容

議長
す。

１１号、１２号 ２番 議長、 ２番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

１３号、１４号 １４番 議長、 １４番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

について補足説明いたします。

調査いたしましたが何ら疑義な点はございません。御審議方
よろしくお願いいたします。

調査いたしましたが何ら疑義な点はございません。御審議方
よろしくお願いいたします。

１３号、１４号
た。御意見、御質問はございませんか。 

農地中間管理事業の推進に関する法律、第１８条第２項の
各要件を満たしていると考えます。

内容は記載のとおりです。貸人と受人は従妹関係になりま
す。

内容は記載のとおりです。場所は、借り手の事務所の北側
にあるハウスの北隣りの畑になります。以前は別の方が借り
ておられ、目的は分かりませんが様々な木が植えられてその
まま放置されておりました。今回業者に処分を依頼し、隣接
している借り手の方が借りることになったようです。
農地中間管理事業の推進に関する法律、第１８条第２項の
各要件を満たしていると考えます。

無いようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

１１号、１２号 については、承認することといたします。

１３号、１４号 は関連があるので一括して説明をお願いしま

。
１１号、１２号

１１号、１２号 は関連があるので一括して説明をお願いしま

。
１３号、１４号 について補足説明いたします。

１１号、１２号
た。御意見、御質問はございませんか。 
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項目 発言者

川南町農業委員会　８月定例総会

内容

議長

議長

議長

議長
す。

１５号、１６号 ６番 議長、 ６番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

１７号、１８号 １７番 議長、 １７番
補足説明

無いようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

１５号、１６号
た。御意見、御質問はございませんか。 

１７号、１８号 は関連があるので一括して説明をお願いしま

。
１７号、１８号 について補足説明いたします。

全員賛成と認めます。

１５号、１６号 については、承認することといたします。

。

無いようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

１５号、１６号 について補足説明いたします。

調査いたしましたが何ら疑義な点はございません。御審議方
よろしくお願いいたします。

全員賛成と認めます。

１３号、１４号 については、承認することといたします。

１５号、１６号 は関連があるので一括して説明をお願いしま

内容は記載のとおりです。以前は、芝業者に貸していたので
すが、６月で契約が切れて所有者が次の借り手の方を探さ
れていたのですが、借り手が見つからずあっせんの申し出を
されましたので、借り手の方をあっせんしました。
現状は、芝を剝いだそのままの状態ですでに荒れた状態に
なっております。長年芝生を植えられていたということで、地
力も弱って作付けも厳しいだろうということから、この値段設
定になっております。

農地中間管理事業の推進に関する法律、第１８条第２項の
各要件を満たしていると考えます。
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項目 発言者

川南町農業委員会　８月定例総会

内容

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

１９号、２０号 ７番 議長、 ７番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

内容は記載のとおりです。今までも借り手の方が耕作をされ
ていたのですが、今回中間管理機構を通して貸借を結ぶと
いうことです。
農地中間管理事業の推進に関する法律、第１８条第２項の
各要件を満たしていると考えます。

については、承認することといたします。

調査いたしましたが何ら疑義な点はございません。御審議方
よろしくお願いいたします。

１７号、１８号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

内容は記載のとおりです。田と畑がありますが、貸借の対価
として、米を年間１０俵で支払うということです。
農地中間管理事業の推進に関する法律、第１８条第２項の
各要件を満たしていると考えます。

１７号、１８号

１９号、２０号 は関連があるので一括して説明をお願いしま

。
１９号、２０号 について補足説明いたします。

調査いたしましたが何ら疑義な点はございません。御審議方
よろしくお願いいたします。

１９号、２０号
た。御意見、御質問はございませんか。 

無いようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

１９号、２０号 については、承認することといたします。
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項目 発言者

川南町農業委員会　８月定例総会

内容

議長
す。

２１号、２２号 7番 議長、 7番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

２３号、２４号 １８番 議長、 １８番
補足説明

内容は記載のとおりです。所有者が７月に浪掛地区の地域
計画協議に出席した際に、中間管理機構の説明等を受け、
土地を預けたのですが、まだ自分が耕作出来るということで
今回の契約になりました。
農地中間管理事業の推進に関する法律、第１８条第２項の
各要件を満たしていると考えます。

２３号、２４号 は関連があるので一括して説明をお願いしま

。
２３号、２４号 について補足説明いたします。

調査いたしましたが何ら疑義な点はございません。御審議方
よろしくお願いいたします。

。
２１号、２２号 について補足説明いたします。

調査いたしましたが何ら疑義な点はございません。御審議方
よろしくお願いいたします。

２１号、２２号
た。御意見、御質問はございませんか。 

無いようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

内容は記載のとおりです。以前この土地は、茶農家が耕作
していたのですが、土地を返すということで借りていた土地を
きれいに整備し、新たな借り手の方が牧草を耕作するという
ことで今回の契約になりました。
農地中間管理事業の推進に関する法律、第１８条第２項の
各要件を満たしていると考えます。

全員賛成と認めます。

２１号、２２号 については、承認することといたします。

２１号、２２号 は関連があるので一括して説明をお願いしま
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項目 発言者

川南町農業委員会　８月定例総会

内容

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

２５号、２６号 １８番 議長、 １８番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長
議長

全員賛成と認めます。

２３号、２４号
た。御意見、御質問はございませんか。 

無いようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

２３号、２４号 については、承認することといたします。

については、承認することといたします。２５号、２６号
全員賛成と認めます。

無いようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

た。御意見、御質問はございませんか。 
２５号、２６号

調査いたしましたが何ら疑義な点はございません。御審議方
よろしくお願いいたします。

について補足説明いたします。２５号、２６号
内容は記載のとおりです。貸人と受人は親子関係になりま
す。
農地中間管理事業の推進に関する法律、第１８条第２項の
各要件を満たしていると考えます。

。

は関連があるので一括して説明をお願いしま２５号、２６号
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項目 発言者 内容

その他 議長 【日程第７】　「その他」　となっています。
何かありませんか。

合意解約 事務局 議長、事務局。
「合意解約」　について報告いたします。
売買のためが２件、耕作者の変更が６件、所有者の都合が２
件の計１０件です。以上、報告します。

議長 「合意解約」について報告がありました。
御意見、御質問はございませんか。

行事予定 事務局 議長、事務局。
「９月の行事予定」　について報告いたします。

議長 「９月の行事予定」について報告がありました。
御意見、御質問はございませんか。

議長 他に何かありませんか。

議長 すべての議事日程が終了しましたので、以上をもちまして、
令和６年８月の定例総会を閉会いたします。御苦労様でし
た。

川南町農業委員会　８月定例総会
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署　　名　　委　　員

この会議録の内容については、正確であることをここに認め、署名いたします。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

４番

５番

川南町農業委員会　８月定例総会


